
資料： 厚生労働省
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（３）身近な相談支援体制整備の推進

ア　 障害のある人や障害のある児童の親に対
する一般的な相談支援

　障害のある人や障害のある児童の親に対す
る一般的な相談支援については、「障害者自
立支援法」により、平成18年10月から、障害
種別に関わらず、事業の実施主体を利用者に
身近な市町村に一元化して実施している。ま
た、市町村における相談支援事業の機能を充
実・強化するため、平成18年10月から住宅入
居等支援事業を、平成24年４月から基幹相談
支援センター等機能強化事業を、それぞれ地
域生活支援事業に位置づけている。
　また、指定特定相談支援事業所及び指定障
害児相談支援事業所に配置されている相談支
援専門員がサービス等利用計画又は障害児支
援利用計画を作成することにより、障害のあ
る人や障害のある児童の親が障害福祉サービ
ス等を適切に利用することができるように支
援を行っている。
　平成22年の障害者自立支援法等の一部改正
により、平成24年４月から、障害福祉サービ
スの支給決定等の前にサービス等利用計画案
等を作成し、支給決定の参考とするよう見直
すとともに、サービス等利用計画等の作成対
象者を大幅に拡大している。また、これまで
国庫補助事業により行われていた地域移行支
援・地域定着支援を個別給付化し、障害のあ
る人の地域移行・地域定着支援の取組の充実
を図っている。
　このほか、地域における相談支援の中核的
な役割を担う基幹相談支援センターの設置
や、関係機関、関係団体及び障害のある人等
の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務
に従事する者等により構成される協議会（平
成25年３月までは、自立支援協議会）の法定
化、市町村における成年後見制度利用支援事
業の必須事業化により、地域における障害者

等の支援体制の充実を図っている。
　広域・専門的な支援や人材育成については、
都道府県の地域生活支援事業の中で、都道府
県相談支援体制整備事業、高次脳機能障害支
援普及事業、発達障害者支援センター運営事
業、障害者就業・生活支援センター事業、障
害児等療育支援事業、相談支援従事者研修事
業等を実施し、市町村をバックアップしている。

イ　 都道府県による取組及び市町村区域への
対応

　都道府県においては、市町村に対する専門
的な技術支援、情報提供の役割を担っている
更生相談所等が設けられており、それぞれの
施設が担う相談支援内容に合わせて、身体障
害者相談員、知的障害者相談員、児童に関す
る相談員及び精神保健福祉相談員を配置して
いる。設置状況は、身体障害者更生相談所（平
成27年４月現在77か所）、知的障害者更生相
談所（平成27年４月現在84か所）、児童相談
所（平成27年４月現在208か所）、精神保健福
祉センター（平成27年４月現在69か所）となっ
ている。
　国においては、市町村の区域で生活に関す
る相談、助言その他の援助を行う民生委員・
児童委員を委嘱している。

ウ　法務局その他
　全国の法務局・地方法務局及びその支局等
において、人権擁護委員や法務局職員が障害
のある人に対する人権問題について、面談・
電話による相談に応じている。また、社会福
祉施設や市役所などの公共施設・デパート等
において特設の人権相談所を開設しているほ
か、法務省のホームページ上でも人権相談の
受付を行っている。加えて、平成21年度から
は、電話による相談の受付時間を延長すると
ともに休日も相談に応じる全国一斉「高齢者・
障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施
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している。人権相談で虐待等人権侵害の疑い
のある事案を認知した場合は、人権侵犯事件
として調査を行い、事案に応じて、人権侵害
による被害の救済・予防のための適切な措置
を講じている。
　保健所、医療機関、教育委員会、特別支援
学校、ハローワーク、ボランティア団体等に
おいても、相談支援が行われている。

エ　矯正施設入所者
　障害等により自立が困難な矯正施設入所者
について、出所後直ちに福祉サービスを受け
られるようにするため、刑務所等の社会福祉
士等を活用した相談支援体制を整備するとと
もに、「地域生活定着支援センター」を全国
の各都道府県に整備した。同センターは、矯
正施設、保護観察所並びに地域の関係機関及
び団体と連携して、社会復帰の支援を行って
いる。
　また、帰住先が確定しないなどの理由によ
り出所後直ちに福祉による支援が困難な者に
ついて、更生保護施設への受入れを促進し、
福祉への移行準備及び自立した日常生活のた
めの訓練等を実施している。

（４）権利擁護の推進

ア　成年後見制度等
　認知症、知的障害又は精神障害などのため
判断能力の不十分な方を保護し支援するため
の成年後見制度について、パンフレットの配
布や法務省ホームページ上のＱ＆Ａ掲載な
ど、制度周知のための活動を行っている。ま
た、障害福祉サービスを利用し又は利用しよ
うとする重度の知的障害のある人又は精神障
害のある人であり、助成を受けなければ成年
後見制度の利用が困難であると認められる場
合に、申立てに要する経費及び後見人等の報
酬の全部又は一部について補助を行うため、
成年後見制度利用支援事業を実施しており、

平成24年度から市町村地域生活支援事業の必
須事業に位置付けている。
　平成27年４月１日現在で1,414市 町村
（81％）が実施しており、今後とも本事業の
周知を図ることとしている。
　また、「障害者総合支援法」では、平成25
年度から、後見、保佐及び補助の業務を適正
に行うことができる人材の育成及び活用を図
るための研修を行う事業について、成年後見
制度法人後見支援事業を地域生活支援事業と
して市町村の必須事業として位置づけたほ
か、指定障害福祉サービス事業者等の責務と
して、障害者等の意思決定の支援に配慮し、
常に障害者の立場に立ってサービス等の提供
を行うことを義務づけている。
　日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、
知的障害のある人、精神障害のある人等のう
ち必ずしも判断能力が十分でない人々が、地
域において自立した生活を送ることを支援す
るため、福祉サービスの利用援助や日常的な
金銭管理に関する援助等を行う事業として、
都道府県・指定都市社会福祉協議会を実施主
体とし、事業の一部を委託された市区町村社
会福祉協議会等により実施されている。本人
からの申請は少なく、周囲の専門職等が必要
と判断して利用に至る場合が多いことが特徴
である。利用者の判断能力の低下等により、
成年後見制度へ移行する者が増加しており、
単身世帯の増加により、成年後見制度への移
行のための支援も必要とされている。平成26
年４月から平成27年３月までの実施状況は、
本事業に関する相談件数が延べ1,577,103件、
本事業の利用契約を締結したものが12,349人
（平成27年３月末現在の本事業の実利用者数
は46,687人）となっており、今後とも本事業
の一層の定着を図ることとしている。
　（なお、財産管理については、後述の「３．
経済的自立の支援（２）個人財産の適切な管
理の支援」を参照。）
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